
転入・帰省等で
センターをご利用される方へ

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に伴い

7月14日から以下の対策とします

国内で新型コロナウイルス
感染者が継続して

確認されている地域から
転入・帰省された方

（すべてのセンター利用者）は、
原則、転入・帰省後2週間以上の

期間を空けてから
センターをご利用ください

ご理解とご協力を
よろしくお願いいたします

2020年7月14日 秋田県立医療療育センター センター長


